
第７次宮城県地域医療計画 

全般事項（主なもの） 

 
●医療法第30条の4に基づき，地域の実情に応じた医療提供体制の確保を図ります。 
●高齢者の医療の確保に関する法律第９条に基づき，医療費適正化を推進します。 
⇒医療計画と医療費適正化計画を一体的に策定 

 計画の趣旨 

 
●県民の医療に対する安心と信頼の確保 
●良質な医療が適切に提供される医療提供体制の確立 

 基本理念 

 
●「宮城の将来ビジョン」に掲げられた政策推進の基本方針の１つである「安心と活

力に満ちた地域社会づくり」を実現するための計画です。 

 計画の位置付け 

 計画期間 

医療圏 

 
【二次医療圏設定の考え方】 
●二次医療圏は特殊な医療を除く一般的な入院医療サービスを提供する医療圏 
●設定にあたっては，地理的条件等の自然条件，日常生活の需要の充足状況，交通事 
 情等を考慮します。 
●二次医療圏の見直し基準（国指針） 
 ・ 当該医療圏の人口規模が20万人未満 
 ・ 一般病床・療養病床の流入率が20％未満 
 ・ 一般病床・療養病床の流出率が20％以上 
  ⇒ 本県では患者調査の結果や地域性等を考慮し，「仙南」「仙台」「大崎・栗原」 
 「石巻・登米・気仙沼」の4医療圏とします。 

 医療圏の設定 
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（周産期医療）のポイント 

 
【目指すべき方向性】 
   地域で安心して子どもを産むことのできる体制の維持・充実を目指し，以下に掲げる取組を進めます。 
● 周産期医療の機能分担及び連携強化と共に，周産期医療従事者の確保・育成・再教育による安全な医療提供体制の確保を図り

ます。 
● 新生児医療の有効活用のための後方支援の充実と小児の療養・療育支援が可能な体制の確保を図ります。 
● 災害時小児周産期リエゾンを育成する等，災害時の体制の強化を図ります。 
● 妊産婦のメンタルヘルスケア等について連携体制の強化を図ります。 
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６ 年 間 
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●平成30年度（2018年度）～2023年度【6年間】 

計画の推進と進行管理 

 
 
●施策の進捗状況や目標値の達成状況について評価を行い，目標値の再設定や施策の

見直しを行うため，「PDCAサイクル」を推進していきます。 
●計画の進行管理に当たっては，各疾病・事業ごとの協議会等で毎年進捗状況の確認

を行うとともに，その結果を宮城県医療審議会に報告するほか，各地区の「地域医
療対策委員会」（仙台市においては「地域医療対策協議会」）においても適宜報告
していきます。 

●計画で定めた事項等については，策定3年目の2020年度に調査，分析及び評価を行
い，必要に応じて，医療計画を変更することとします。 

●医療費適正化の推進については，年度ごとの進捗状況把握及び計画最終年度の暫定
評価を行うとともに，計画の終了年度の翌年度である2024年度に，目標の達成状況
及び施策の実施状況の調査及び分析を行い，当該計画の実績に関する評価を行いま
す。 

 計画の推進と進行管理 

資料１ 

指  標 
2017年度時点 

＜2016年実績＞ 

2018年度時点 

＜2017年実績＞ 
2023年度末 出  典 

周産期死亡率（出生千対） 
3.3 

（全国3.6） 

3.8 

(全国3.5) 
3.3未満 

「平成30年度宮城県周産期医療機能調査」（県保健福祉部） 

※全国：「平成29年人口動態統計」（厚生労働省） 

新生児死亡率（出生千対） 
1.2 

（全国0.9） 

1.2 

(全国0.9) 
0.9 

「平成30年度宮城県周産期医療機能調査」（県保健福祉部） 

※全国：「平成29年人口動態統計」（厚生労働省） 

周産期母子医療センター及

び病院勤務産婦人科医師１

人当たりの分娩取扱数 

102.5件 

（全国86.3） 

95.7件 

(全国83.6) 
90件 「平成30年度宮城県周産期医療機能調査」（県保健福祉部） 

 
●宮城県の人口は今後，減少が徐々に加速していくと推計されています。 
●2015年と2025年を比較すると，15歳未満と15歳から65歳未満人口 
 は合計で18万1千人減少しますが，65歳以上人口は59万3千人から67 
 万8千人へと8万5千人増加します。 

 人口統計（人口構造の変化） 
 

308 288 265 241 220 205 192

1,515 1,425 1,351

1,291 1,232 1,161
1,065

258
294

322
293

267
264 286

267
299

332 385

422
432

429

22.3

25.7

28.8

30.7

32.2

33.7

36.2

11.4

13.0

14.6

17.4

19.7
20.9

21.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010年

<2,348>

2015年

<2,306>

2020年

<2,269>

2025年

<2,210>

2030年

<2,141>

2035年

<2,062>

2040年

<1,973>

（％）（千人）

75歳以上

65～74歳

15～64歳

0～14歳

65歳以上（％）

75歳以上（％）

大崎・栗原医療圏

仙台医療圏

仙南医療圏

石巻・登米
・気仙沼医療圏

※上段の数値は当該年度に県が調査した前年の暦年実績値（医師数は前年4月1日時点）。下段の数値は国の統計資料から算出した全国値。 


